
 
令和８年３月２７日１４時００分 

近 畿 地 方 整 備 局 

滋 賀 国 道 事 務 所 

滋 賀 県 

国道１６１号小
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の現道区間を移管 
～ 国管理から滋賀県管理へ ～ 

 

国道１６１号小松拡幅に並行する現道区間（滋賀県大
おお

津
つ

市北
きた

小
こ

松
まつ

 延長約２．３㎞）を国土交

通省から滋賀県へ管理を移管しますので、お知らせします。 

 
○ 移管対象路線名と区間 ： 一般国道１６１号 

                     滋賀県大津市北小松 （約２．３㎞） 
 
○ 移管日時          ： 令和８年４月１日（水） 午前０：００ 

 ○ 移管前の道路管理者  ： 国土交通省近畿地方整備局 
                    （管理担当事務所：滋賀国道事務所） 
 ○ 移管後の道路管理者  ： 滋賀県（管理担当事務所：大津土木事務所） 
 ○ 移管後の路線名     ： 県道高島大津線 
                    （大津市北小松） 
 
 
＜取 扱 い＞   
 
 
 

＜配布場所＞   近畿建設記者クラブ 大手前記者クラブ 滋賀県政記者クラブ 
 

 
 
＜問合せ先＞  国土交通省 近畿地方整備局 滋賀国道事務所 
           副所長         斎藤 哲也（さいとう てつや） 
           管理第一課長  桐間 弘文（きりま ひろふみ） 
           電話 ０７７－５２３－１７４１（代表） 
           滋賀県 土木交通部 道路保全課 
           主幹        坂中 忠孝（さかなか ただたか） 
           電話 ０７７－５２８－４１３８（直通） 
 

 



凡 例

：移管区間

凡 例
高速道路

国道（指定区間）

国道（指定区間外）

事業区間

8

303

303

365

21
367

161

477

8

306

421

307

477

1

1

422

琵琶湖

京
都
府

滋賀県

岐
阜
県

三
重
県

福
井
県

国道１６１号小松拡幅の現道区間を移管

～ 国管理から滋賀県管理へ ～

○ 移管前の道路管理者：国土交通省近畿地方整備局（管理担当事務所：滋賀国道事務所）

○ 移管後の道路管理者：滋賀県 管理担当事務所:大津土木事務所

〒520-0807 滋賀県大津市松本1丁目2-1

TEL：077-524-2813

○ 移管後の路線名 ：県道高島大津線

★滋賀国道事務所に関する情報は X（旧Twitter）でも発信しています★ https://x.com/mlit_shiga

移管に伴い、案内標識などの更新を各管理者が出来るだけ速やかに行う
予定ですが、当面の間、旧表示と新表示との混在が予想されますので、あ
らかじめご了承ください。

ご利用にあたっての注意事項

移管日時：令和８年４月１日（水）午前０：００

国道１６１号小松拡幅に並行する現道区間（滋賀県大津市北小松 延長

約２．３ｋｍ）を国土交通省から滋賀県へ管理を移管します。

移管後は県道となり、大津土木事務所が管理を行います。
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